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2019年10月11日、タイ商務省外国貿易局（DFT）は

米国とEUへの輸出に対して監視を強化することを発

表しました。 

概要については、以下をご参照ください。 
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概要 

 

今回の措置に伴い、非特恵の原産地証明書の発給にあたり、確認・調査が強化されるHSコードベースの品目リスト

（「監視リスト」）がDFTより公表されています。監視リストには、鋼管、ハードディスクドライブ、冷蔵庫・冷凍庫、自動車用

部分品・付属品など、34品目が含まれます。 

 

2019年11月1日以降、米国またはEUへの監視リスト記載品目の輸出について非特恵の原産地証明書を取得するため

には、従前の書類に加えて以下の書類の提出が要求されます。 

 

製造者 • 工場許可証 

• 原材料リスト（国内調達材と輸入材の両方） 

• 製品単位当たりの製造原価明細（DFT指定の様式） 

輸出者 

（製造者と輸出者が異なる場合） 

• 原材料リスト（国内調達材と輸入材の両方） 

• 製品単位当たりの製造原価明細（DFT指定の様式） 

• 製造者発行の売買取引確認書 

 
 

製造原価明細の所定様式は、以下のDFT公式ポータルから入手できます。 

 
http://edi.dft.go.th. 
 

今後さらに多くの品目が監視リストに追加されることが予想されます。米国やEUに製品を輸出している企業は、輸出品

がタイ原産資格を満たしていることを再確認し、DFTガイドラインに従って適切な文書を作成する必要があります。書類

に不備のある場合、非特恵の原産地証明書の発給が遅延するだけでなく、製品を輸出できなくなる可能性もあります。 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 

  

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 
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